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三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例

（平成 13 年三重県条例第 47 号）の見直しについて 

＜第２条第１号関係 検討会まとめ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 第２条第１号関係 

県行政における総合的な計画として議会が議決する計画は、次に掲げるものと

する。 
 
１．県行政全般に係る中長期的な目標を設定し、当該目標を達成するための

施策、事業その他の手法を総合的かつ体系的に示したもの 
 

１．現在策定されている計画としては、県民しあわせプラン及び第

二次戦略計画が、県行政における総合的な計画に該当するものと

考える。 

 

２．単年度の計画などを除いて、３～５年先あるいはそれ以上の将

来を見据えた「中長期的な」目標を掲げる計画を、議決対象とす

ることとする。 

 

H21.9.15(火)第 25 回検討会

資料１

県議会 資料 
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三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例

（平成 13 年三重県条例第 47 号）の見直しについて 

＜第２条第２号関係 座長まとめ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 第２条第２号関係 

総合的な計画以外の計画として議会が議決する計画は、次に掲げるものとする。

ただし、法令又は他の条例に定めのあるものを除く。 
 
１．県行政における基本的な政策に係る中長期的な目標を設定し、当該目標

を達成するための施策、事業その他の手法を総合的に示した計画であって、

県行政において特に重要な計画であると認められるもの 

総合的な計画について審議することにより、県行政における基本的な施

策の大部分が網羅されているといえる。 

 

１．その上で、さらに、「県行政において特に重要な計画」と認められる

ものを、この第２号に基づいて議決することとするのが適当と考える。

ここで「県行政において特に重要な計画」とは、例えば県民に大きな

影響を与えるものなど、計画の内容にかんがみて決定される。 

 

２．第１号の規定と同様に、単年度の計画などを除いて、３～５年先ある

いはそれ以上の将来を見据えた「中長期的な」目標を掲げる計画を、議

決対象とすることとする。 

 

３．現行どおり、法令等に定められているものは除くこととする。 

 

４．計画が議決されるべきものであるかは、第一義的に計画案を提出する

知事によって判断される。 

H21.10.15(木)第 27回検討会

資料１
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三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決すべきことを定める条例 

平成十三年三月二十七日 

三重県条例第四十七号 

 （目的） 

第一条 この条例は、県行政に係る基本的な計画を議会の議決すべき事件とすることに

よって、自主性に富み、総合的で透明性の高い県行政を計画的に一層推進することを

目的とする。 

 （議決すべき計画） 

第二条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第九十六条第二項の規定に基づき、

次に掲げる計画（計画期間が五年を超えるものに限る。）の策定について、議会の議

決すべき事件とする。 

一 県行政全般に係る将来の目標を設定し、当該目標を達成するための施策、事業そ

の他の手法を総合的かつ体系的に示した計画 

二 前号に掲げるもののほか、県行政の基本的な施策に係る計画（法令又は他の条例

に定めのあるものを除く。） 

 （議会の議決） 

第三条 知事その他の執行機関は、前条各号に掲げる計画を策定し又は変更しようとす

るときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成十三年四月一日から施行し、同日以降に策定される計画について

適用する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に策定されている計画のうち、三重のくにづくり宣言は第二

条第一号に揚げる計画とし、三重県科学技術振興ビジョン、三重県教育振興ビジョン、

三重県新エネルギービジョン及び三重県青少年健全育成ビジョンは同条第二号に掲

げる計画とする。 

 （三重県自然環境保全条例の一部改正） 

３ 三重県自然環境保全条例（昭和四十八年三重県条例第四十一号）の一部を次のよう

に改正する。 

第十一条第三項中「きかなければならない」を「聴き、議会の議決を経なければな

らない」に改める。 

 

（以下略） 
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関係条文 

○ 地方自治法（昭和二十二年四月十七日法律第六十七号） 

 （議決事件） 

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。  

一 条例を設け又は改廃すること。  

二 予算を定めること。  

三 決算を認定すること。  

四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分

担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。  

五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結する

こと。  

六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手

段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。  

七 不動産を信託すること。  

八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に

従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。  

九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。  

十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権

利を放棄すること。  

十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせ

ること。  

十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提

起（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決（行政事件訴訟法第三条第二項 に規

定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第

百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。）に係る同法第十一条第一項 

（同法第三十八条第一項 （同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。）

又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。）の規定による普通地方

公共団体を被告とする訴訟（以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九

十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。）に係る

ものを除く。）、和解（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公

共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。）、あつせん、調停及び仲裁に関するこ

と。  

十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。  

十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。  

十五 その他法律又はこれに基づく政令（これらに基づく条例を含む。）により議会の

権限に属する事項  

２ 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関

する事件（法定受託事務に係るものを除く。）につき議会の議決すべきものを定める

ことができる。 


